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安全保障輸出管理と米中を巡る諸情勢に関する講演会のご案内 

 

平素は、当工業会の事業につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、米中貿易摩擦に端を発した米中の輸出規制は、両国に多くの拠点を構える自動車部品メーカーにとって重

要な課題です。また、日本国内では、現在「みなし輸出」に関する管理規制案については、経済産業省を中心に議

論されており、本件も自動車部品メーカーに影響を及ぼす可能性がある案件です。 

 そこで、弊会では、グローバルで事業展開されている会員企業の皆様へ、国内の輸出管理や米中の輸出規制の

最新情報を提供し、会員企業の皆様の輸出管理コンプライアンスの向上に繋がる施策として、標記講演会を開催

致します。 

本講演では、前半に安全保障輸出管理の基礎である外国為替及び外国貿易法（外為法）に基づく輸出管

理を解説頂くと共に、「みなし輸出」管理規制の概要についてご紹介頂きます。そして、後半では米中における輸出

管理の情勢及び他国からの制裁リスクを低減するために考慮すべき事項等についてご説明頂く予定です。 

是非ご聴講頂き、日々の業務の参考として頂ければと考えておりますので、奮ってご参加頂きたくお願い申し上げ

ます。 

参加をご希望の方は、１１月２５日（木）までに、下記申込フォームよりお申し込み下さい。 

また、お申込みフォームにて、事前質問も受け付けておりますので輸出管理に関してご質問がある場合は、ご記入

をお願い致します。（注記：講演後の質問は受け付けませんので、ご留意ください） 

記 

１．開催日時/方式 

   開 催 日 時 ：2021年 12月 2日（木）10：00～11：30  (受付開始時刻：9：50～)  

   セミナー方法 ：Zoom ウェビナー （Web セミナー ライブ配信） 

 

２．演題/講師  〔演題〕 安全保障輸出管理と米中を巡る諸情勢 

〔講師〕 一般財団法人安全保障貿易情報センター（CISTEC） 

      参与 新留 二郎 様 

 

３．対象   会員企業の法務・コンプライアンス、輸出管理、技術管理部門 ※法務部署以外の方も歓迎 

 

４．申込先  https://www.japia.or.jp/japia_export_compliance 

     ※ 12月 1日（水）までに参加申込者に参加 URL を送付予定 

 

問合せ先： （一社）日本自動車部品工業会 業務部 加藤、山田 

  TEL：03-3445-4212 / kato-yosuke@japia.or.jp yamada@japia.or.jp  

以上  
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「講演会」次第 
 

2021年 12月 2日（木） 

10：00～11：30 

 

一般社団法人日本自動車部品工業会 

 

１． 講演（10：00～11：20） 

 

テーマ：安全保障輸出管理と米中を巡る諸情勢 

 

＜講演概要＞ 

①安全保障輸出管理の基礎 

外国為替及び外国貿易法（外為法）に基づく輸出管理の基礎、及びパブリックコメント募集が終了した「みなし

輸出規制」の概要について説明します。 

 

②米中を巡る諸情勢（他国から制裁されるリスクの低減に向けて） 

最近の米中の輸出管理等に関連する諸情勢、及び他国から制裁されるリスクを低減するために考慮すべき事項等

について説明します。 

 

講 師：一般財団法人安全保障貿易情報センター 参与 新留 二郎 様 

 

２．質疑応答  （11：20～11：30） 

※講演後の質問は受け付けませんので、ご留意ください。 

  

以上 

 

＜講師略歴＞ 

 大学及び大学院で原子力工学を専攻し、1974年 4月に(株)東芝の原子力事業部に配属。 

 1987年の東芝機械(株)のココム違反事件を受けて、戦略物資管理本部で原子力関連の 

輸出管理体制の構築及び輸出管理を推進。高速増殖炉の開発及び情報システムの開発後、 

1999年に原子力事業部から本社輸出管理部に異動し、米国法担当及び企画･教育･監査担当。 

 2013年 3月に一般財団法人 安全保障貿易情報センター(CISTEC)に異動。 

 現在 CISTECの参与として、研修会、講師派遣、米国法、監査支援、体制整備支援等を担当。 


